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　介護福祉課  福祉係　　0243（62）4737

臨時福祉給付金の申請は
お済みですか？

１. 世帯全員の申請を
　  していますか？

２. 必要書類を添付して
　  いますか？

３. 加算措置欄の記入は
　  間違いないですか？

◎年金は基礎部分を受給していることが条件です。
（厚生年金部分だけの受給は加算措置対象外です）
お願い：平成26年3月1日時点で65歳未満であり、「基礎年金を受給している」方は年金改定通知書の
　　　　写しを添付してください。

◎加算措置対象となるのは、児童扶養手当または特別児童扶養手当受給者です。
お願い：上記に該当する方は証明書と通帳の写し（１月分手当）を添付してください。

申請書を出す前にもう一度、確認してください！申請書を出す前にもう一度、確認してください！
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申請は平成26年1月1日時点の住民票上の世帯ごとに行いま
す。現在一緒に暮らしていなくても、その時点で同じ世帯の
場合は同じ申請書で申請してください。

申請書に名前を記入した方全員の本人確認書類が必要です。
また、振込みを希望される金融機関口座の通帳コピーも必要
です。

加算措置対象番号一覧に該当される方は15,000円の支給と
なります。ご自身に該当するものがないか、ご確認ください。

申請者の方のみご記入ください。
ご家族の方は、2.支給対象者欄へご記入ください。

・　・ ・　・

〈申請書様式〉


